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四日市市規則第５５号 

   四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則の一部を改正する規則  

 （四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則の一部改正） 

第１条 四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則（平成２０年四日市市規

則第３２号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

 （感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律に関する事務） 

 （感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律に関する事務） 

第１９条 感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律（平成１

０年法律第１１４号。以下この条にお

いて「法」という。）に関する事務のう

ち、保健所長に委任する事務は、次のと

おりとする。 

第１９条 感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律（平成１

０年法律第１１４号。以下この条にお

いて「法」という。）に関する事務のう

ち、保健所長に委任する事務は、次のと

おりとする。 

 (1)から(4)まで （略）  (1)から(4)まで （略） 

 (5) 法第１６条の３第１項、第３項及

び第５項から第７項まで（法第２３

条、第４４条の１１第９項、第４５条

第３項及び第４９条において準用す

る場合を含む。）の規定による検体の

提出若しくは採取の勧告又は検体採

取の措置等に関すること。 

 (5) 法第１６条の３第１項、第３項及

び第５項から第７項まで（法第２３

条、第４４条の７第９項、第４５条第

３項及び第４９条において準用する

場合を含む。）の規定による検体の提

出若しくは採取の勧告又は検体採取

の措置等に関すること。 

 (6)から(8)まで （略）  (6)から(8)まで （略） 

 (9) 法第１８条第５項及び第６項の規

定による法第２４条第１項に規定す

る感染症診査協議会の意見徴収等に

 (9) 法第１８条第５項及び第６項の規

定による法第２４条第１項に規定す

る協議会の意見徴収等に関するこ



関すること。 と。 

 (10) （略）  (10) （略） 

 (11) 法第１９条第７項の規定による

法第２４条第１項に規定する感染症

診査協議会への報告に関すること。 

 (11) 法第１９条第７項の規定による

法第２４条第１項に規定する協議会

への報告に関すること。 

 (12) （略）  (12) （略） 

 (13) 法第２０条第５項の規定による

法第２４条第１項に規定する感染症

診査協議会の意見徴収に関するこ

と。 

 (13) 法第２０条第５項の規定による

法第２４条第１項に規定する協議会

の意見徴収に関すること。 

 (14)から(34)まで （略）  (14)から(34)まで （略） 

 (35) 法第３７条の２第３項の規定に

よる法第２４条第１項に規定する感

染症診査協議会の意見徴収に関する

こと。 

 (35) 法第３７条の２第３項の規定に

よる法第２４条第１項に規定する協

議会の意見徴収に関すること。 

 (36)から(47)まで （略）  (36)から(47)まで （略） 

 

 （四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則の一部改正） 

第２条 四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則（平成２０年四日市市規

則第３２号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

 （感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律に関する事務） 

 （感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律に関する事務） 

第１９条 感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律（平成１

０年法律第１１４号。以下この条にお

いて「法」という。）に関する事務のう

ち、保健所長に委任する事務は、次のと

おりとする。 

第１９条 感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律（平成１

０年法律第１１４号。以下この条にお

いて「法」という。）に関する事務のう

ち、保健所長に委任する事務は、次のと

おりとする。 

 (1)から(32)まで （略）  (1)から(32)まで （略） 

 (33) 法第３７条第４項（法第４２条第  (33) 法第３７条第４項（法第４２条第



２項、法第４４条の３の２第２項、法

第４４条の３の３第２項、法第５０

条の３第２項及び法第５０条の４第

２項において準用する場合を含む。）

の規定による入院患者等からの申請

の受理に関すること。 

２項において準用する場合を含む。）の

規定による入院患者等からの申請の受

理に関すること。 

 (34)から(47)まで （略）  (34)から(47)まで （略） 

 

   附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２条の改正は、令和６年

４月１日から施行する。 

（健康福祉部保健予防課） 


